
9款　5項　2目

【会計】一般会計

9款：教育費　5項：社会教育費　2目：文化財保護費

207

【予算額】

一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財

6,098千円

【事業の概要】

【予算額の節別内訳】

予算額

11 需用費

消耗品費 102千円

燃料費 20千円

修繕料 277千円

13 委託料

草刈委託料 1,124千円

樹木剪定委託料 3,609千円

事業用品作成委託料 77千円

14 使用料及び賃借料

仮設トイレ等賃借料 68千円

18 備品購入費

機械器具費 800千円

19 負担金補助及び交付金

本佐倉城跡整備委員会負担金 21千円

6,098千円

酒々井町と共同で開催する整備検討委員会に係る負担金

計

事業の概要

草刈（3回/年） 
剪定・伐採 
設備修繕（階段等） 
整備検討委員会の開催(酒々井町と共同、3回/年) 
草刈機ハンドガイド式1台購入 
便益施設用地購入357㎡ 
仮設トイレ（イベント用） 
幟旗作成

平成29年度　当初予算要求事業内容説明書

第4章　明日へつながるまちづくり

施策2　歴史文化資産を保全・活用します

事業 本佐倉城跡保存整備事業

担当所属 文化課

予算要求額
（財源内訳）

6,098千円

基本施策5　歴史・文化資産の保全・活用

事業の目的 国史跡の適正な保存が図れ、国民共有の財産である文化財の保護・継承及び活用に資することができます。

事業の効果
本佐倉城を訪れる市民を増加させ、市民の郷土に対する愛着の醸成に寄与します。

節 説明

史跡管理用消耗品

草刈機・チェーンソー等用ガソリン代（100 ）

草刈機・チェーンソー等の修繕のための経費

史跡管理に係る草刈委託料（15,000㎡）

史跡管理に係る樹木剪定・伐採・除伐

普及事業用品の作成委託料

普及事業の実施に係る仮設トイレ等賃借料

ハンドガイド式草刈機の購入に要する経費



【活動指標・成果指標】　

普及事業の参加者数 250人

普及事業開催回数 3回

指標名 平成29年度計画値

検討委員会開催回数 1回


